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議会役職任期（議長・副議長・監査委員） 

□  従来通りの 1年任期 

 

 来年度（R8 年）から 2年任期 

 

□  改選時（R10 年）から 2年任期 

 

選択理由 

①二年制につきまして 

 現行制度の「再任を妨げない」は“再選されれば結果とし

て二年務めることも可能”という意味であり、二年任期で

とは違います。二年任期が制度になれば、議長は責任を持

って計画的に議会運営に取り組めると考えます。 

 また、議長は 1年交代で、議会全体の方針が１年で変わる

ことを実感しました。  

 議長が二年制になれば、議会の運営方針が安定するので、

迷いなく政策的議論を深められ、結果としてお住まいの方

にとってよりよい議会活動ができると考えます。 

②次年度から導入することにつきまして 

• 私は、議長二年制を導入することで議会運営が安定し、よ

り良い活動ができると考えております。必要な改善は先送

りせず、次年度から取り組むべきだと思います。 

• 必要な改善は速やかに取り組むことが、お住まいの方への

誠実な対応だと考えます。 

 

以上でございます。 


